
その他

（　　　　　　　　）

委託内容 指定管理者制度（ゆとり健康創造館）

■民間企業 □外郭団体等

施設の運営に必要な指導・監督並びに建物本体の改修及び機械設備本体の更新等
（改修、更新等については外部委託もしくは工事請負契約にて実施）

平成21年度（予算）

担当課名 都市産業担当

小元　渉

　平成６年の労働基準法の改正により週40時間労働が急速に進む中、中小企業でも労働時間短縮や週休2
日制の導入が進み、国民の意識も余暇の過ごし方にも重点がおかれていった。しかしながら中小企業
は、福利厚生面をはじめとする労働環境面での大企業との格差は依然として大きく、まして中小企業が
独自の福利厚生施設を持つことは困難であり、人材確保や従業員の定着にとって好ましくない状況で
あった。
　こうしたことから、中小企業勤労者をはじめとする市民が、健康の維持増進や心身のリラックスや文
化・学習など幅広く余暇活用するとともに、同僚、家族との交流に日常的に手軽に利用できる総合的な
福利厚生施設として「ゆとり健康創造館」を建設し、中小企業の福利厚生と人材確保や定着を支援する
こととした。

平成10年度

実施主体

作成責任者

□
市民活動団体
（　NPOなど　）

従事職員数

総　計

・勤労者やその家族が、手軽に利用できる福利厚生施設として、健康増進や心身のリフレッシュにも活
用されており、また地域の活性化にも繋がっている。

人

臨時職員他 千円

事業費

1.2担当本務職員 9,6629,662

事業シート（概要説明書）

職員構成
概算人件費

（平均人件費×従事職員
数）

コ
ス
ト

人件費

事業開始年度

人

実施済の外部
委託の内容と

実施主体

直接実施してい
る業務の内容

根拠法令

事務事業名

実施方法
（該当するものすべ

てにチェック）

目　的
（何のために）

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象

に）

事業の必要性

ゆとり健康創造館（ラスパOSAKA）事業

なし

事業内容
（手段、手法な

ど）

・平成11年3月27日、東住吉区に地上5階、地下1階のフィットネス施設、温水プール、温泉浴施設、会議
室、宴会場、駐車場などを兼ね備えた総合的福利厚生施設、ゆとり健康創造館（ラスパOSAKA）を開設し
た。
・開業当初は、利用料金制度（※1）による管理委託を実施。平成18年4月からは指定管理者（※2）制度
に基づき公募を行い事業者を決定し、指定された事業者が事業を実施している。
(※1)利用料金制度とは、施設における利用料金収入を指定管理者が自らの収入とする制度。原則として
収入をもって管理経費を賄うことになる。指定管理者の自立的経営努力が発揮しやすくなり、また、指
定管理者や地方自治体の会計事務作業の効率化が図れる。
(※2)指定管理者制度とは、それまで地方公共団体や外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、
株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に
代行させることができる制度。

担当局・部名 経済局　産業振興部

中小企業勤労者をはじめとする地域住民(市民）

■　直接実施

■　外部委託

□　その他（　　　　　　　　　　　）

千円

42,565

□

32,903 千円

人件費

千円

千円

市民活動団体
（地域住民組織な

ど ）
□

事業番号 1-2



事業シート（概要説明書）

事業番号 1-2

□

温浴施設一般利用者数 人 31,096 27,871 32,000

総入場者数 人 407,225

42

その他

（　　　　　　　　）

432,000

（事業実績＝フィットネス延べ総利用者数＋温浴施設一般利用累計）

□有 （予定する業務と、想定しうる実施主体を下欄に記入）

400,000376,129 380,940

Ｈ21年度(予定)

□外郭団体等実施主体 □

人

特記事項
(事業の沿革等)

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

《指定管理者制度、利用料金制度活用》
・堺市立のびやか健康館
〔堺市と㈱オージースポーツが共同出資の「さかいウエルネス株式会社」が受託〕
〔設置目的：市民の心身の健康増進〕

□
市民活動団体

（地域住民組織な
ど ）

市民活動団体
（　NPOなど　）

事業実績

Ｈ19年度(実績) Ｈ20年度(実績)項　　目

フィットネス延べ総利用者数

408,811

単位

21年度総事業費
内訳

（委託料等を明記）

●平成21年度歳出内訳（42,565千円）
【人件費】9,662千円
【物件費】改修工事費：32,903千円
　　　　　・委託によるもの（28,052千円）
　　　　　・工事請負契約によるもの（4,851千円）

総事業費
（単位：千円）

（改修工事に係る委託料：28,052千円）

（改修工事に係る委託料：3,778千円）

実施方法が外部委託の場合、委託料等を内数で記入

（改修工事に係る委託料：6,451千円）千円

年　度

Ｈ19(決算)

Ｈ20（予算）

さらなる民間活用
・市民協働推進の予

定

■無

目指す成果
（今後どのような状
態にしたいか、なる
べく定量的に記入）

・総合的な福利厚生施設を活用することにより、中小企業勤労者をはじめとする市民が、健康の維持増
進や心身のリラックスや文化・学習など幅広く活用していただき中小企業の福利厚生と人材確保の定着
を目指す。
（利用者目標数(開設当初計画)　温泉浴施設利用者→約239,000人、フィットネス会員2,000人）

・施設建設後、多くのフィットネスクラブや温浴施設などの類似施設が建設されたことにより、競争が
激化している。
・温泉浴利用者が当初の計画を大幅に下回っており、収支状況は赤字決算が続いている。
・施設建設後、10年以上が経過し、今後、施設改修、大型設備更新が控えており、今後10年で約20億円
の経費が必要となってくる。
・今後の事業のあり方について検討を行っていく。

達成状況
（目指す成果に対し
て、実施・達成した

状況を記入）

・フィットネス会員数の目標はクリアしている。（Ｈ20年度実績　2,571人）
・しかし、温泉浴施設利用者の目標数は達成されていない。

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

□民間企業

業務内容

99単位当りコスト
（総事業費/
事業実績）

利用者１人当りのコスト 円 41

Ｈ21(予算)

千円

千円

総　額

16,843

17,220

42,565



ゆとり健康創造館「ラスパ OSAKA」 

  

１．事業概要 

⑴ 施設概要 

開 業 日  平成１１年３月２７日 

所 在 地  東住吉区矢田５丁目４－１ 

設置主体  大阪市（条例設置、行政財産） 

料  金  温泉浴施設：大人 1,600 円、小人 800 円 

フィットネス施設 ：個人会員 7,500 円／月  

開館時間  午前 10 時～午後 10 時 

休 館 日  年中無休（設備点検のため臨時休業あり） 

 

５Ｆ 集会室、会議室 

４Ｆ フィットネス施設（ジム/スタジオ）温水プール 

３Ｆ フィットネス施設（スタジオ） 

２Ｆ レストラン 岩盤浴 マッサージ  

１Ｆ メインエントランス フロント 

温泉浴施設(※水着着用型 及び 男女別裸浴場) 

屋外浴場 

バーデゾーン

Ｂ１Ｆ  地下駐車場(77 台)  機械室 

※この他、屋外駐車場（96 台） 

⑵建設費 

構造 ：鉄筋鉄骨コンクリート造 地上 5階 地価１階 塔屋１階 

面積 ：建築面積 3168.08 ㎡  延べ床面積 13819.83 ㎡ 

総事業費 ：126 億 30 百万円 

（内訳）建設費：92 億 45 百万円、用地費：28 億 88 百万円 

設計・監理、備品：4億 97 百万円 

⑶管理運営（利用料金制度） 

・平成 11 年開業～平成 18 年 3 月 31 日（条例で委託先明示） 

管理運営委託 (財)大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター 

・平成 18 年 4 月～指定管理者制度導入（条例改正、公募選定） 

  指定管理者  ニュージャパン観光株式会社 

指定期間   平成 18 年 4 月 1日～平成 26 年 3 月 31 日（8年間） 

⑷本市改修工事経費                             (千円) 

   11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度

決算推移 20,000 40,000 17,976 3,000 0 19,530 0 14,373 7,181 6,702

 ⑸収支の推移          （百万円） 

  11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度

収入 564 533 502 421 373 356 327 282 266 257

支出 565 593 600 458 405 389 358 309 295 279

収支 

差額 
▲ 1 ▲ 60 ▲ 98 ▲ 37 ▲ 32 ▲ 33 ▲ 31 ▲ 27 ▲ 29 ▲ 22
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